
新型コロナウイルス感染症対策に関する情報
釡石市発行  No.５　令和２年６月１日

市民の皆さんへ

　岩手県は、感染者が確認されないまま、５月14日に緊急事態措置が解除されました。これは、市民の皆
さんが不要不急の外出を自粛するなど、感染予防に努めた成果であり、改めて深く感謝申し上げます。
　現在の状況をみますと、収入を絶たれて生活に困っている方や、多くの事業者が打撃を受けております。
また、長い自粛生活によって、身体的・精神的に不調を来している方もおります。
　新型コロナウイルス感染症と共存しながら、社会経済活動を維持するためには、国から示された「新しい
生活様式」を一人一人が十分に理解し、実践を続けることが重要となります。緊急事態宣言は解除となりま
したが、気を緩めることなく、引き続き新型コロナウイルスの感染防止に向けて、密閉、密集、密接の３密
を避け、手洗いや咳エチケットをはじめとした基本的な感染症対策に努めていただく他、特定警戒都道府県
および感染拡大注意都道府県への不要不急の移動を自粛していただきますよう市民の皆さんのご協力をお願
いします。
　また、車のナンバーが県外ということで、冷たい視線を向けられたという報道を耳にしました。釡石市
は、東日本大震災津波からの復旧・復興で県外の方々に助けられています。お世話になったことを忘れず、
他県の方には親切に、寛容にしていただくようお願いします。
　市は支援策の第２弾として、ひとり親や釡石出身の学生などへの支援策をまとめましたので、それぞれの
担当に相談していただくようお願いします。
　新型コロナウイルスの終息の時まで市民一丸となって困難を乗り越えていきましょう。

釡石市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長　釡石市長　　野　田　武　則

「地域外来・検査センター」を設置します
　釡石・大槌地域を対象に、釡石医師会、釡石保健所および大槌町と連携し、地域内の検査体制の
拡充を図るため、新型コロナウイルス感染症に係る「地域外来・検査センター」を設置します。

開設期間　６月９日㈫～おおむね２カ月（状況に応じて、期間の延長を検討します）
　　　　　毎週火曜日に実施
対　　象　釡石市・大槌町に在住の中学生以上
　　　　　 ※帰国者・接触者外来の対象とならない人で、かかりつけの医師が検査を必要と

判断する軽症の人。まずは、かかりつけの医師に相談してください。
開設場所　 受診者のプライバシーに配慮し非公開（予約した人には個別にお知らせします）
検査内容　問診、体温測定、酸素飽和度(血液中の酸素濃度)測定、PCR検査

問い合わせ　市健康推進課　☎22-0179
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新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

事業名 問い合わせ・申請先

給
付
事
業

個人向け
特別定額給付金
　全市民に１人当たり10万円給付 市地域福祉課

☎22-0177【新規】生活支援給付金（３ページに詳細を掲載）
　低所得世帯に１世帯当たり３万円給付
子育て世帯臨時特別給付金
　令和２年３月31日時点で釡石市に住民登録があった児童手当受給者(特例
給付受給者を除く)に対象児童１人につき１万円給付 市子ども課

☎22-5121【新規】ひとり親支援給付金（３ページに詳細を掲載）
　低所得のひとり親に１世帯当たり３万円給付

【新規】新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業（３ページに詳細を掲載）
　釡石市出身の学生に市内事業者の特産品を提供

市総合政策課 オープン
シティ推進室
☎27-8463

補
助
事
業

事業者向け
借入金保証料および利子補給補助金
　借入金の返済額などの条件変更を行う場合の保証料、利子の補給

市商工観光課
☎27-8421
事業者向けの補助事業
および支払猶予の詳し
い内容は、市のホーム
ページをご覧ください

飲食事業者の業務拡張支援（３ページに詳細を掲載）
　デリバリー、テイクアウトなどの取り組みへの支援
【新規】地域企業経営継続支援事業補助金（３ページに詳細を掲載）
　家賃の一部を3カ月以内の補助
【新規】新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用助成補助金
　雇用調整助成金を活用した場合に事業主負担分の一部を補助
【新規】新型コロナウイルス感染症対策飲食店配送事業費補助金
　商工会議所が実施する飲食店配達サービス事業への支援
個人向け
【新規】漁業共済掛金補助金
　特定養殖業共済および漁業施設共済掛金の補助をかさ上げ

市水産課
☎27-8427

支
払
猶
予

事業者向け
中小企業振興資金の特例措置
　１年以内とされている据置期間を１年間延長

市商工観光課
☎27-8421

市所有の建物賃貸料などの支払期限の延長
　売上高が前年同月比５％以上減少した事業者を対象に、市所有の次の事業
者向け賃貸施設の賃貸料または使用料の当面３カ月分の支払期限を延長
　①復興住宅併設店舗、市営釡石ビル事務所
　② シープラザ釡石、魚河岸テラス、うのすまい・トモス、釡石情報交流セ
ンター

　③市営貸工場

①市都市計画課
☎27-8435
②市商工観光課
☎27-8421
③市資産管理課
☎27-8416

事業者・個人
市税の徴収猶予
　令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限が到来する市税を１
年間猶予　※要申請

市税務課 債権管理室
☎27-8417

水道料金などの支払猶予
　支払期限が令和２年２月末日から令和２年６月１日までの水道料金などを
令和２年６月30日まで延長　※要申請

市水道事業所
☎23-5881

個人向け
国民年金保険料の免除
　令和２年２月分から令和２年６月分まで免除（７月分以降は改めて申請が
必要）

市市民課 国保年金係
☎27-8450

釡石市育英会奨学生の追加募集および返還猶予（７ページに詳細を掲載）
　追加募集　６月から随時募集　返還猶予　令和３年３月分まで返還を猶予

市教育委員会 総務課
☎22-8832

雇
用
離職者等緊急雇用対策
　内定取り消しや解雇された市民を会計年度任用職員として３カ月間雇用

市総務課 職員係
☎27-8411

給付金、補助金、支払猶予などについて　６月１日現在

新型コロナウイルス感染症に関する支援策

市の相談窓口

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

生活支援給付金事業　　ひとり親支援給付金事業

「学生応援ふるさと便」

釡石市新型コロナウイルス感染症対策飲食店業務拡張支援補助金
テイクアウト・デリバリー補助金

家賃・借地料補助事業
（事業者向け）

コロナに負けないで！

内 　 容 　新型コロナウイルス感染症感染拡大により影響を受けた家計への支援を行うため、低所得世帯に生活支
援給付金として３万円、さらにひとり親世帯の場合には３万円を追加で給付します

対 　 象

⑴ 　 令和２年度住民税が非課税で課税者に扶養されていない世帯
　　（公的年金のみを受給している世帯、生活保護を受給している世帯を除く）
⑵ 　 ⑴に該当する世帯のうち、次のいずれかまたは両方に該当するひとり親には、さらに３万円を上乗せ

して支給します
　　①18歳以下の子を養育している人
　　 ②大学や専門学校などに進学し、離れて生活をしている子に仕送りをしている人

基 準 日 令和２年６月１日

給付方法 特別定額給付金で指定した口座に振り込みます

申 請
手 続 き

⑴に該当する人は手続き不要です
⑵のうち児童扶養手当受給者、ひとり親家庭医療費助成対象者は手続き不要です
　その他の人は申請書類の提出が必要です（申請書、学生証、戸籍謄本など）

※申請書は、市のホームページからダウンロードしていただくか、市子ども課に備え付けています

問い合わせ　生活支援給付金事業　　　市地域福祉課　☎22-0177
ひとり親支援給付金事業　市子ども課　　☎22-5121

　新型コロナウイルスの影響で、新しい生活が楽しくスタートできていない、今までどおりの生活ができないな
ど、大変な思いをされている釡石市出身の学生の皆さんに、応援の意味も込めて、ふるさとの特産品詰め合わせ
セットを送ります。ご家族から釡石を離れている学生に伝えていただき、ぜひ申し込みしてください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上
げが半減した事業者の経費負担の軽減を図るた
め、家賃・借地料の一部を補助します。
●対象
　 小売業、飲食業、宿泊業およびサービス業を
営む者で、令和２年４月から９月の間のい
ずれか１カ月の売り上げが前年同月と比べ、
50％以上減少している者
●申請期限
　10月30日㈮当日消印有効

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、新たにテイク
アウトやデリバリーを始めた事業者に対し、事業に係る経費を補
助します。
●対象（次の全てに該当する事業者）
　⑴ 釡石市新型コロナウイルス感染症対策緊急支援補助金の交付

を受けた法人または個人
　⑵ 新たにテイクアウトやデリバリーを始めた飲食業を営む法人

または個人
●対象期間　令和２年２月１日～６月30日㈫
●申請期限　７月31日㈮当日消印有効

対象
① 釡石市出身（世帯主が釡石にいる人）で、現在大学、大学院、短大、
専門学校、予備校などに在学中の学生

②岩手大学釡石キャンパスに在学中の学生
※学生を証明するもの（学生証など）が必要です

申し込み
方法 ６月１日㈪から、㈱かまいしDMC のホームページからお申し込みください

その他 費用はかかりませんが、一緒に送られるアンケートにご協力をお願いします
※この事業は、市が㈱かまいしDMCへ委託しています

問い合わせ　市総合政策課 オープンシティ推進室　☎27-8463

問い合わせ・申請先　〒026-8686　只越町3-9-13　市商工観光課　☎27-8421

その他、詳しい内容は、市のホームページをご覧ください
※申請書は、市のホームページからダウンロードしていただくか、市商工観光課に備え付けています
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新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

　新型コロナウイルス感染症対策のため、市内小・中学校における学校施設開放事業を一時中止していましたが、市内
公共施設の利用再開に伴い、学校施設開放事業を再開しています。
　なお、学校施設を利用するときは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、次の利用条件を守っていただきま
すようお願いします。
利用可能施設　屋外グラウンド、体育館、武道館

利用条件　共通
・  一回あたりの利用時間は、最大２時間までとします
・ 県外在住者の利用や、県外チームとの試合などは禁
止します
・ 活動の前後は、うがい・手洗いなどの感染予防対策
を徹底してください
・ 活動前には体温測定を行い、発熱や咳など風邪の症
状のある人は、利用しないでください

屋内利用の場合
・ 利用中は常に換気を行い、利用後はモップ掛けなど
の清掃を徹底してください
・ 使用した備品や用具のふきとりなどの清掃をお願い
します
・ 多人数の利用とならないよう、各団体において配慮
をお願いします

その他　感染状況によっては、市民の健康と安全を優先し、取り扱いを変更する場合がありますのでご了承ください。

　次のいずれかに該当する場合は、コールセンターにすぐに相談してください

・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい人(基礎疾患がある人)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
・発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が４日以上続く場合
・妊婦の方は、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状の場合でも早めに相談してください

「コールセンター」※全日対応
●症状のある人を対象とした相談 「帰国者・接触者外来相談センター」 ☎019-651-3175　受付時間：24時間
●予防法などの一般的な相談 「新型コロナウイルス感染症相談窓口」 ☎019-629-6085　受付時間：９時～21時
●聴覚に障がいのあるなど、電話での相談が難しい人はFAXでの相談をご利用ください
  FAX 019-626-0837　受付時間：24時間

問い合わせ　市教育委員会 総務課 施設係　☎22-8832

学校施設開放事業の再開

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安

内　容 担当課
連絡先

新型コロナウイルス感染症総
合相談窓口
（保健、医療に関すること）

市健康推進課
☎22-0179

市内事業者向け相談窓口
（経営環境、資金繰りなど）

市商工観光課
☎27-8421

釡石商工会議所
☎22-2434

県沿岸広域振興局経営
企画部　産業振興室
☎25-2718

市民の暮らしに関する相談窓口
（生活費など）

市地域福祉課
☎22-0177

一時的な資金の緊急貸付 釡石市社会福祉協議会
☎24-2511

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い家庭内で過ごす時
間が長くなる中で、生活不安やストレスなどにより、配
偶者などからの暴力（DV）、児童虐待の増加、深刻化が
懸念されています。１人で悩まず、専門機関へ相談しま
しょう。

内閣府全国共通ダイヤル　☎0120-279-889
ＤＶ相談＋（プラス）※24時間受付

ＤＶ相談ナビ（岩手県男女共同参画センター）
☎0570-０-55210（月曜定休）
受付時間　火・金曜日　13時～20時
　　　　　水・木・土・日曜日　９時～16時

市内の相談窓口
※警察署以外は、土・日曜日、祝日を除く
◎釡石警察署生活安全課　24時間受付　☎25-0110
◎市子ども課　９時15分～16時　☎22-5121
◎ 県沿岸広域振興局保健福祉環境部　８時30分～17時
　☎25-2702

新型コロナウイルスに関する相談窓口 ＤＶ相談

　市は、住宅関係の助成事業や耐震診断を行っています。希望する人は、契約や工事を行う前に手続きが必要で
すので、あらかじめ市都市計画課にご相談ください。

次のリフォーム工事を行う場合、その費用の一部
を補助します。

木造住宅やブロック塀などの耐震補強工事を行う場合、そ
の費用の一部を補助します。

耐震診断士による木造住宅の耐震診断を行います。

危険住宅の移転を行う場合、その費用の一部を
補助します。

対象住宅
申請者が床面積の2分の1以上を所有
する住宅（併用住宅の場合は住居部
分）

対象工事

次の全ての要件を満たすリフォーム
工事
・ 床の段差解消・手すり設置（１室
以上）

・ 家具などの転倒防止器具を２カ所
以上設置

・ 住宅の修繕、補修、模様替えなど
の住宅の機能維持や、機能向上の
ための改築、増築のリフォーム工
事

補助額 工事費用の３分の２（上限20万円）
施工者
条件

県内に住所を持つ個人事業者や県内
に本店を置く法人

募集件数 10件
募集期限 ９月30日㈬（先着順）

対象住宅

次の全てに該当する住宅
・ 昭和56年５月31日以前に着工した戸建て住
宅（持家・貸家を問いません）
・ 在来軸組構法、伝統構法による木造平家建て
または木造２階建て住宅
・２分の１以上が住宅の用途
・ 過去にこの制度による耐震診断を受けていな
いこと

耐震診断の
額

3,000円
（条件により無料になる場合があります）

その他 ・ 家具などの転倒防止器具の取り付けを、３カ
所まで無料で実施（取り付け・器具代含む）

募集件数 ５件
募集期限 ９月30日㈬（先着順）

対象者 「危険住宅」の移転を行う人
※「 危険住宅」とは、次のいずれかに該当する区

域内に存在する、法律や条例などに適合しな
い住宅

　イ　災害危険区域
　ロ　建築制限区域
　ハ　土砂災害特別警戒区域

対象費用

① 危険住宅の除却工事（撤去費・動
産移転費・跡地整備費など）に要
する費用

② 危険住宅に代わる住宅の建設や購
入に要する資金を、金融機関など
から借り入れた場合の当該借入金
利子の支払に要する費用（これに
必要な土地の取得を含む）

補助額

① 除却工事などに要する費用（上限
95万7,000円）

② 建設や購入などに係る当該借入金
利子に相当する額（予算の範囲
内）

募集件数 除却１件、建設・購入１件
募集期限 ９月30日㈬（先着順）

対象建築物

次の全てに該当する建築物
・ 昭和56年５月31日以前に着工した戸建て住宅
（持家・貸家を問いません）
・ 在来軸組構法、伝統構法による木造平家建て
または木造2階建て住宅
・ ２分の1以上が住宅の用途
・ （一財）日本建築防災協会が定めた判定基準
で、総合評点が1.0未満と判定された建築物
を、1.0以上に耐震補強するもの

対象築造物

次の全てに該当する築造物
・ 道路や避難道路沿いに建つ住宅に付随する、
危険なブロック塀や擁壁などのうち、道路に
面する部分
・ 建築基準法などで定める基準以上の耐震補強
を実施するもの、撤去するもの、または生垣
に造り替えるもの

対象者

次の全てに該当する人
・ 市税その他市に対する債務を滞納していない
こと
・ 過去にこの制度による補助を受けていないこ
と

対象費用  耐震改修計画作成や耐震改修に要した経費

補助額

次のどちらかに限る
・ 対象建築物　経費の２分の１以内の額（上限
75万円）
　※ 建築物と築造物を同時に工事する場合も上

記と同様の額
・ 対象築造物　経費の２分の１以内の額（上限
20万円）

施工者条件  県内に住所を持つ個人事業者や県内に本店を有
する法人

募集件数 ２件（予算の範囲内）
募集期限 ９月30日㈬（先着順）

1 安全安心リフォーム工事助成事業 3 木造住宅耐震診断等事業

2 がけ地近接等危険住宅移転事業

4 木造住宅耐震補強工事助成事業

問い合わせ
市都市計画課 建築住宅係　☎27-8435

住宅などの助成事業や耐震診断をご利用ください
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ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

　釡石市LINE公式アカウントを
開設しました。市からのお知らせ
やイベント情報をお届けします。
　スマートフォンなどのアプリ
LINEの「友だち追加」から次の
二次元コードを読み
取って、友だち登録
をお願いします。
問い合わせ　市広聴
広報課（☎27-8419）

「釡石市LINE」始めました

職種・人数　埋蔵文化財発掘作業
員　４人
任用期間　８月１日㈯～11月30
日㈪
選考方法　書類審査、面接試験
※勤務条件や応募方法など詳しく
は市のホームページ
をご覧ください
問い合わせ　市総務
課（☎27-8411）

【募集】
会計年度任用職員

　令和２年度の労働保険（労災保
険・雇用保険）の年度更新の時期
です。詳しくは、年度更新申告書
に同封のパンフレットなどをご覧
ください。
※新型コロナウイルス感染症の影
響により申告・納付期限を延長し
ています
手続き場所　岩手労
働局、労働基準監督
署、金融機関
※電子申請をご活用
ください。「電子政府
の総合窓口」で検索
問い合わせ　岩手労働局総務部
労働保険徴収室（☎019-604-
3003）、釡石労働基準監督署（☎
23-0651）、ハローワーク釡石（☎
23-8609）

労働保険の申告・納付期間は
６月１日㈪～８月31日㈪です 時間延長窓口　６月10日㈬、24

日㈬17時15分～18時30分
休日窓口　６月14日㈰９時～12
時
場所　市役所市民課
※戸籍関係の届け出は宿日直が対
応します
問い合わせ　市市民課（☎27-8450）

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

対象　０歳～中学校卒業までの児
童
支払日　６月９日㈫
対象月　２月～５月分
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

児童手当を支給します

受付場所　市内各金融機関（９月
30日㈬まで）、市生活環境課
※各地区生活応援センターでは申
し込みできません
対象　①県内に住民登録をしてい
る人 ②①と生計を同一にしてい
る人で、就労や修学のために県外
に居住している人
掛け金　１人年間400円
共済期間　８月１日㈯～令和３年
７月31日㈯
問い合わせ　市生活環境課（☎
27-8451）　

交通災害共済の申し込みを
受け付けます

　６月分以降の児童手当が受給で
きるかどうかを確認する大切な手
続きです。忘れずに提出しましょ
う。
提出期間　６月１日㈪～30日㈫
提出書類　①現況届（記名押印し
たもの）②請求者の健康保険被保
険者証の写しまたは年金加入証明
書 ③別居監護生計同一の申立書
（単身赴任などで子どもと別居し
ている人のみ）
※必要に応じて追加で提出する書
類があります。詳しくは対象者に
送付しているお知らせをご覧くだ
さい
提出方法　お知らせに同封の返信
用封筒で返送してください
※５月以降に新しく認定請求をし
た人は提出する必要はありません
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

６月は児童手当の現況届の
提出月間です

対象　①令和２年4月1日時点で高
校卒業後３年を経過していない人
および令和３年３月までに高校を
卒業する見込みの人 ②人事院が
①と同等の資格があると認める人
第１次試験日　９月６日㈰
申込期間　６月22日㈪～７月１
日㈬
申込方法　インター
ネットによる。「国家
公務員試験採用情報
NAVI」で検索
問い合わせ　仙台国税局人事第二
課試験研修係（☎022-263-1111
内線3236）、人事院東北事務局（☎
022-221-2022）

国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）

日時　月～金曜日（祝日を除く）
８時30分～12時、13時～15時30
分（月曜日は14時30分まで）
※事前に予約することで待ち時間
なく相談できます
場所　市役所第５庁舎１階
【６月の専門家相談スケジュール】
専門家 期日

弁護士  4日㈭、11日㈭、
18日㈭、25日㈭

司法書士 19日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

17日㈬
※予約することで随
時相談できます。訪
問相談も実施してい
ます

問い合わせ　釡石地区被災者相
談支援センター（☎0120-836-
730通話料無料、☎080-5734-
5494）

釡石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

〈訂正とおわび〉　広報かまいし5月15日号20ページ「釡石の歴史」の記事中、
「問い合わせ 市文化振興課 ☎22-5714」は、正しくは「☎27-5714」でした。
訂正しておわびします。

ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

ふくしトピック⑰ ご存じですか？障がい者のための制度
○障害者手帳とは
　障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳の３種類があります。それぞれ、身体障
がい、知的障がい、精神障がいの人が対象です。障害者
手帳を持っている人は、税金の控除や公共交通機関の運
賃割引などを受けられます。受けられる制度は手帳の種
類や等級によって異なります。

○申請方法
　次の書類をそろえ、市地域福祉課（市保健福祉セン
ター２階）に提出してください。交付申請書は窓口にあ
ります。詳しくはお問い合わせください

【身体障害者手帳（１～６級）】
　 交付申請書、医師の診断書、写真（縦４㎝ ×横３㎝ ）
２枚、マイナンバーが確認できる物
【療育手帳（Ａ、Ｂ判定）】
　交付申請書、写真（縦４㎝ ×横３㎝ ）１枚
　 ※18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は県保
健福祉総合相談センターで事前に判定を受ける必要が
あります
【精神障害者保健福祉手帳】
　 交付申請書、医師の診断書または障害年金の証書・同
意書、写真（縦４㎝ ×横３㎝ ）１枚、マイナンバーが
確認できる物

申し込み・問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

　問い合わせ
　国民健康保険の人　市市民課 国保年金係　☎27-8450（内線225）
　後期高齢者医療制度の人　市市民課 医療給付係　☎27-8450（内線232）

がん検診を延期します

特定健康診査を延期します

　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、地域の状況を確認しなが
ら、集団検診の実施時期や方法を検討しています。
　６月以降の各種がん検診の予定は次のとおりですが、今後の状況によ
り変更となる場合があります。申し込みをいただいた皆さんには大変申
し訳ありませんが、ご理解をお願いします。

検診名 対象 実施時期
肺がん（結核）検診 40歳以上の男女 ６月実施を11月（予定）に延期
乳がん検診 40歳以上の女性 ７月実施を12月（予定）に延期
大腸がん検診 40歳以上の男女 ７月下旬～８月予定
子宮頸がん検診 20歳以上の女性 ９月予定
胃がん検診 40歳以上の男女 10月中旬～11月上旬予定

　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、７月から予定していた
特定健康診査を延期します。今後の実施については、改めてお知らせし
ます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済状況が変化した家庭が
あるため、６月から随時、奨学生の追加募集および返還猶予を行いま
す。
【追加募集】
採用予定数　高校、大学ともに若干名 
　※大学には短期大学、専門学校および大学院を含む
貸与月額  　高校  １万6,000円以内、大学  ４万5,000円以内　
貸与始期および期間　申請があった月から正規の修学期間
対象　次の①～③の要件を全て満たす人
　①令和２年６月１日現在、高校または大学に在学中の人
　② 保護者または本人が市内に住所を有し、かつ優れた資質を有しなが

ら経済的理由により就学困難と認められる人
　③他の貸付型の奨学金を利用していない人
募集期間　　６月１日㈪～令和３年３月１日㈪
※提出書類など詳しくはお問い合わせください
【返還猶予】
　令和３年３月分まで返還猶予期間を設けます。現在返還中の人で、猶
予を希望する人はご連絡ください

問い合わせ　市教育委員会総務課 総務係　☎22-8832

令和２年度釡石市育英会奨学生
追加募集および返還猶予のお知らせ各種相談各種相談

“いきいき岩手”結婚サポートセンター
おでかけ「i-サポ」（要予約）

日時　６月７日㈰、27日㈯12時～
15時
場所　釡石情報交流センター
対象　県内在住、在勤の20歳以上の
独身者
費用　登録料１万円（２年間有効）
問い合わせ　同サポートセンターi-
サポ宮古（☎0193-65-7222)

行政相談
日時　6月18日㈭13時30分～16時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦情や
要望
問い合わせ　岩手行政監視行政相談
センター（☎0570-090110）

出前無料労働相談会
日時　６月21日㈰13時～16時（受
付15時まで、予約優先）
場所　イオンタウン釡石２階イオン
タウンホール
内容　職場のトラブル相談、労働者
と使用者間のさまざまな問題など
対応　岩手県労働委員会委員（弁護
士、労働団体役員など）
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、中止や延期する場合
があります。来場予定の人は、６
月18日㈭までに開催の有無をお問
い合わせください

問い合わせ　岩手県労働委員会事務
局（☎0120-610-797　月～金曜日
８時30分～17時15分）
電話相談「こころ相談ホットライン」

(全国心理業連合会)
日時　土・日曜日10時～21時
相談先　全国心理業連合会（☎090-
2971-4014）
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佐藤　薫さん／起業型地域おこし協力隊

伊藤詩
し

恩
おん

さん／起業型地域おこし協力隊

恒
つね

屋
や

梢
こ

海
うみ

さん／教育魅力化コーディネーター

出典：環境省

出典：（公社）日本水道協会

地域おこし協力隊への交付式 教育魅力化コーディネーターへの交付式

地域おこし協力隊、教育魅力化コーディネーターが着任しました

６月は環境月間です
～読書から考えよう　ゆたかな環境が続く未来～

第62回「水道週間」
６月１日㈪から６月７日㈰

令和２年度「危険物安全週間」
６月７日㈰～６月13日㈯

　５月12日、新たに着任した起業型地域お
こし協力隊、教育魅力化コーディネーター
に委嘱状が交付されました。それぞれから
新天地釡石での決意が語られると、野田
市長から「誰も通ったことがない道を切り
拓き、生きがいややりがいを見出してほし
い。可能な限り後押ししていく」とエール
が送られました。

　関東圏で就転職する中で、東北方面で
仕事をしたいと思っていましたが、仕事
の種類が少ないことや雇用の面での都市
部と地方の差に気付きました。仕事や雇
用をもっと地方で選べるようにしたいと
いう思いがあります。地域の人の力を借
りながら釡石に良い芽が出るような種ま
きをしたいです。

　全国には素晴らしいまちおこしの事例
がたくさんありますが、継続し、面白く
していくには個々人の熱量が必要です。
自分の世代ならではの時代感覚のつかみ
方や、おもしろいことへの感覚はまちづ
くりというテーマの中で大事だと思って
います。地域やまちに還元できる取り組
みをしていきたいです。

　学習塾の仕事に携わる中で、子どもに
やらせるだけではなく、子どもとともに
学び、ともに成長できるフィールドを作
りたいと思っていました。今回、釡石で
チャレンジできることとなり、感謝して
います。

活動内容

・ 都市部と地方との雇用、仕事の格差解消
・ 遠隔地でも業務可能な都市部の仕事（クラウドワー
キング）を地方で実施可能にするために、都市部の
仕事の切り出し、環境の整備を図る

・ 地域人材のスキル支援をしながら、地域人材が「自
分らしく地元で働く」ことができる選択肢を増やす

活動内容
・ 文化、エンターテインメントなどの交流が生まれる場
所(現状では古本屋を想定)を仲見世通りに開設

・ 仲見世通りのエリア価値の向上を図るため、釡石の
人の活躍の機会を創出できるイベントを企画、実施

・ 都市と地方の持続的なつながりを生むコミュニ
ティーをデザイン、創出し、多様な人材が還流する
エリアにしていく

活動内容

・ 高校生が地域資源を活用した探究活動を行い、地域
の魅力を再発見し、より深い学びを得られるように
学生と地域の架け橋の役割を担う

・ 釡石高校の取り組みをホームページやSNSにて発信
する

・ 高校生のキャリア構築支援事業「釡石コンパス」の
事務局として、高校生が自分の進路や将来を主体性
を持って選択できる機会を作る

　環境のことを学び、考えるきっかけとして、環境に関連す
る図書を読んでみませんか？また、テレビ・ゲーム・パソコ
ンなどを消して読書や読み聞かせに取り組むことで、電気使
用量が低減し、地球温暖化の主な要因となっている二酸化炭
素の排出量を削減することができます。
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。

　水道週間は、水道の現状や課題について理解を深め、今
後の水道事業の取り組みについて皆さんの理解を得ること
を目的として毎年行われています。ぜひ、この機会に水を
大切に使うことを意識してみましょう。

標語 
「訓練で 確かな信頼 積み重ね」

問い合わせ　市生活環境課 環境保全係　☎27-8453

問い合わせ　水道事業所 総務係　☎23-5881

問い合わせ
釡石大槌地区行政事務組合 消防本部
消防課　☎22-1642

問い合わせ　市総合政策課 オープンシティ推進室　☎27-8463

スローガン 「飲み水を 未来につなごう ぼくたちで」
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